
情報ワイド 記事に関連する S
エスディージーズ

DGs のアイコンを表示しています。

物価高騰などの影響を受ける子育て世帯の経済的負担を軽減するため、市立小・中
学校の児童・生徒に提供する学校給食の給食費を、臨時的な措置として無償化（公費
負担）します。なお、手続きなどは不要です。� 【学校給食センター】

学校給食費を10月から
令和７年３月分まで無償化します　

●おいしく健康な学校給食のために
物価高騰の中でも給食の質や量を維持するため、１食あたりの材料
費を増額し、増額分を市で負担しています。

小学生

4,500円/月

中学生

4,750円/月

（令和６年度の保護者負担額）

令和６年10月から
令和７年３月まで

無償化

●問い合わせ
学校給食センター ☎39-2338

農地の権利移動や農地転用に関する審議への参加、農地利用の最適化の推進などを
担う農業委員と農地利用最適化推進委員が新たに決まりました。任期は令和９年７月
31日までの３年間です。� 【農林振興課】

農業委員・農地利用最適化
推進委員が新たに決まりました　　

●農業委員
（）内は担当地区・敬称略

●問い合わせ
農業委員会事務局（農林振興課内）
☎33-1503

●農地利用最適化推進委員
（）内は担当地区・敬称略
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18歳（18歳になったあと、最初の３月31日）までの子どもが健康保険被保険
者証を使って医療機関などにかかった場合、保険適用された治療費の一部負担金を
助成する制度について、10月から所得制限を撤廃します。� 【こども課】

乳幼児・子ども医療費助成の
所得制限を撤廃します

10月から制度の対象となる児童
①令和６年８月１日から９月30日までの間、所

得制限により本制度の受給資格が停止されてい
た児童。

②平成18年４月２日以降生まれで、橋本市に住
民票がある児童のうち、所得制限により本制度
の申請をしていなかった児童。
※重度心身障害児（者）医療制度やひとり親家

庭医療費助成制度、生活保護の対象となって
いる児童は除く

７月23日時点であてはまると思われ
る人へ、７月末に案内を送付しています。
同封の申請書と必要書類を提出してくだ
さい。

手続きは不要です。９月末に停止解除
通知書と受給者証を送付しています。

▶申請書などの提出期限
◦令和７年４月に小学校へ入学する児童…令和７年３月31日㈪
◦令和７年３月31日時点で18歳に達する児童…令和７年３月31日㈪
◦その他の児童…令和７年７月31日㈭

▶申請に必要な書類（この他、必要な書類を案内することがあります）
◦橋本市乳幼児・子ども医療費受給資格認定申請書
◦対象となる児童の健康保険被保険者証または組合員証の写し
◦申請者の口座確認書類の写し

※申請者とは、原則、対象の児童の生計を維持する割合が高い人です。
※児童手当を受給している場合は、その受給者が申請者です。

◦窓口に来られる人の本人確認書類
◦申請者からの委任状（申請者以外の人が窓口に来られる場合）
▼令和６年１月１日時点で市内に申請者または配偶者の住民票がない、

かつ対象となる児童が就学前の場合のみ、次の書類が必要です。
・所得を確認するための同意書
・申請者および配偶者のマイナンバー確認書類

▶受給者証の発行
申請を受けた後、資格審査を行い、認定された人へ随時発送します。

申請について（上記②の児童）

こども課 ☎33-6102

申請先・問い合わせ
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